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議案第１５号

向日市職員定数条例及び向日市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

向日市職員定数条例及び向日市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市職員定数条例及び向日市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

（向日市職員定数条例の一部改正）

第１条 向日市職員定数条例（昭和４７年条例第７号）の一部を次

のように改正する。

第１条中「第２１条」を「第１９条」に改める。

（向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正）

第２条 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例（昭和３７年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。

別表中

「

教育委員会の委員長 月額 １１０，０００円

同 委員長職務代理者 月額 ７９，０００円

同 委員 月額 ７９，０００円

」を

「

教育委員会の委員 月額 ７９，０００円

」に

改める。

附 則
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（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項に規定する旧教

育長が同項の規定により在職する場合においては、第２条の規定

による改正後の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の規定は適用せず、第２条の規定による改正

前の向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の規定は、なおその効力を有する。



- 1 -

〈参 考〉

向日市職員定数条例の一部改正（第１条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７ 第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１３８条第６項、第１７２条第３項、第１９１条 号）第１３８条第６項、第１７２条第３項、第１９１条

第２項及び第２００条第６項、地方教育行政の組織及び 第２項及び第２００条第６項、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１９ 運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１

条及び第３１条第３項、地方公務員法（昭和２５年法律 条及び第３１条第３項、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第１２条第９項並びに農業委員会等に関す 第２６１号）第１２条第９項並びに農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第２０条第２項の規 る法律（昭和２６年法律第８８号）第２０条第２項の規

定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、 定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、

教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並び 教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並び

に教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機 に教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機

関に勤務する一般職の職員（臨時又は非常勤の職員を除 関に勤務する一般職の職員（臨時又は非常勤の職員を除

く。以下同じ。）の定数に関し必要な事項を定めるもの く。以下同じ。）の定数に関し必要な事項を定めるもの

とする。 とする。

向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正（第２関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

別表 別表
特別職の職員の報酬額表 特別職の職員の報酬額表

職名 報酬額 職名 報酬額

略 略

教育委員会の委員 月額 79,000円 教育委員会の委員長 月額 110,000円

略 同 委員長職務代理者 月額 79,000円

備考 略 同 委員 月額 79,000円

略

備考 略


